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令和 5 年度 

黒笹児童クラブ保護者入所説明 

 

黒笹児童クラブのモットー 

怪我なく、仲良く、楽しく、元気で、素直な子

 

めざす子どもの姿 

・決まりを守り、自ら考え、行動する子 

・自分たちで遊びを工夫し、友だちと仲良く過ごす子 

 

 

1. 指導方針 

落ち着いた雰囲気の中で、安全な生活ができるようにする。 

遊びのルールを守る大切さを知らせ、友だちと仲良く遊ぶ楽しさが感じられるようにする 

上級生が下級生をたすけながら、全員が日々の生活を自発的、意欲的に取り組めるようにする。 

2. 支援内容 

(１)生活 

クラブのきまりを守り、基本的な生活習慣を身につける。 

（あいさつ、時間記入、荷物整理、おやつ準備、片付け、手洗い、うがい等） 

(２)遊び 

季節の遊びや行事を楽しむ。 

状況に応じてルールを考え、みんなで楽しめるようにする。 

積極的に屋外へ出て体を動かす。 

(３) 学習 

自分から宿題や読書に取り組めるようにする。 

学習している子の妨げにならないように、集中できる環境を作る。 

分からないことを投げ出さず、最後まで考えてみる。 
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１ 連絡先 

   所在地 みよし市黒笹いずみ３丁目２６－１ 

   第１児童クラブ：０８０－１６２９－９１６７ 

   ・E-Mail   ：kurozasajidoukurabu@docomo.ne.jp 

      第２児童クラブ：０８０－２６０２－５８９８ 

   ・E-Mail   ：kurozasajidoukurabu2@docomo.ne.jp 

※電話は、午後２時１５分から午後６時５０分の間におかけください。 

※メールは、随時できますが支援員が確認するのは上記の時間内です。 

 

２ 開設期間及び開設日 

 開設期間 ２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで 

① 利用日の連絡 

毎月のお知らせする日までに、翌月の利用計画表にてお知らせください。（20 日頃） 

※保護者のいずれかがお休みの日は利用できません。◎在宅勤務の場合は利用できます。 

② 利用日の変更 

前日までに保護者が児童クラブに連絡してください。当日変更される場合は、午前中までにメールでご連

絡ください。下校時の電話連絡はご遠慮ください。保護者からの変更連絡がない場合は、本人の意向にか

かわらず利用計画表に従わせていただきます。 

※学校の連絡帳で児童クラブ利用有・無等の変更をされても、学校からの連絡は入りません。必ず児童ク

ラブへ下校前にメール又は電話にてご連絡ください。 

※学級閉鎖、学年閉鎖の場合は、該当学級、該当学年の児童は児童クラブを利用することができません。 

③ 祝日利用 

◇利用できる祝日 

祝日利用者が無い日は午後休所します。祝日の利用には利用申し込みと利用料が必要です。 

祝日の利用変更される場合は必ず児童クラブへご連絡ください。 

④ 代休日及び長期休業期間（春・夏・冬休み） 

学校の代休日（PTA 総会代休・運動会代休・合唱フェスティバル代休）及び長期休業期間は終日

開所します。期日・期間は学校の年間計画をご覧ください。 

 

３ 利用期間 

① 通常日 

下校時から午後 7 時までです。お迎えは午後 6 時５５分までに来所してください。 

なお、午後 6 時以降利用ができるのは、就労証明等により必要性が認められる方に限ります。 

海の日    7 月 17 日(月）  山の日 8 月 11 日(金)       敬老の日    9 月 18 日(月)  

スポーツの日 10 月 9 日(月)  文化の日 11 月 3 日(金)        勤労感謝の日 11 月 23 日(木)    

成人の日   1 月 8 日 (月)   建国記念日（代休）2 月 12 日(月)  

天皇誕生日  2 月 23 日(金)  春分の日 3 月 20 日(水） 
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 ※午後 7 時 00 分は閉所時刻ですので、お迎えは 5 分前までにお願いします。(時刻厳守) 

② 長期休業日・祝日・代休日 

午前 8 時（就労証明により必要性が認められた方は午前 7 時３０分）から 

午後 6 時（就労証明により必要性が認められた方は午後 6 時５５分）まで 

 

４ 児童クラブへの通所 

① 年度当初に児童クラブを利用する旨を学校へもお伝えください。 

② 登校時に、児童クラブを利用するか、下校するかを確認ください。 

③ 通所する日の下校時には、児童クラブ通学班に並び、支援員の引率で児童クラブに通所します。通所しな

い日は、通学班で下校します。 

④ 長期休業中や代休日・祝日利用の場合は児童クラブまでお子さんを連れてきて支援員に引き渡してくださ

い。 

⑤ 暴風警報等の発令中は、児童クラブは閉鎖します。 

⑥ 通所バッジは児童クラブに登録している児童は必ずつけて登校してください 

 

５ 児童クラブでの過ごし方（月曜日の例） 

 

６ 帰宅の流れ 

① 送迎の際、学校の駐車場に止めて、西側スロープよりお入りください。 

② 児童クラブ入口より入って、各教室入口にて声をかけて、お子様に次の日のおやつを渡して、しばらく廊

下にてお待ちください。 

③ 支援員から連絡帳を受け取ってください。また、子供のこと、児童クラブに伝えたいことなどお話くださ

い。 

④ お迎えがいつもより遅くなる場合は、連絡帳に記入してください。また、お子さんにも伝えておいてくだ

さい。万一、お迎えがお子さんと約束の時刻が過ぎるような場合は、必ず電話かメールで連絡してくださ

い。 

⑤ 保護者以外の祖父母、中学生以上の兄姉など普段と異なる人がお迎えに来られる場合は、必ず事前に連絡

してください。緊急連絡票に引き取り人として記載のある方のみ、お子さんをお引き渡しすることになっ

ています。 

１４：４５～ 登所 

１５：００～ 集会 

１５：１５～ 自由遊び・外遊び、学習(30 分)、本読み 

１５：５０～ おやつ 

１６：１５～ 自由遊び・外遊び  

１７：４５～ かばんや他の荷物をまとめて帰宅の準備 

１８：１５～ 読書・DVD 
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７ 持ち物 ※すべて名前を記入してください※ 

① 連絡帳 

児童クラブと保護者の連絡用です。必ず目を通して毎日持たせてください。 

② 学習用具 

学校の宿題、自主学習の用具（漢字や計算ドリル等毎日お持たせ下さい） 

③ 水筒・おやつ・ナフキン 

水筒は必要量を満たす容量のものを準備してください。夏は多めのお茶を持たせてください 

夏休み中はスポーツドリンクも可です 

おやつは学校へは持参できません。前日のお迎え時に保護者が持参してください。 

事故防止や管理上の問題から、ガム、あめ、蒟蒻ゼリー（棒状の物は可）はおやつにしないでください。 

暑い時期（6 月～9 月）のチョコレート・グミはご遠慮ください。 

おやつを忘れた場合は児童クラブで準備したものを食べさせますので、同じものを後日返却してくださ

い。返却の際は賞味期限の間近なものは避けてください。 

保管場所は保冷機能のない常温の保管庫になります。溶けやすいもの等はご遠慮ください。 

また、おやつケースに入りきらないものはご遠慮ください。 

④ 帽子 

学校平常日は通学帽、長期休業期間・代休日・祝日はご家庭で使用している帽子を着用してください。 

⑤ ハンカチまたはタオル・ポケットティッシュ 

夏場や雨の日はタオル、予備の靴下を 1 足は児童クラブにて保管します。 

別に 1 足はカバンに入れておいてください。ハンカチ又はタオル（夏場）は必ず持たせてください。 

⑥ 弁当 

学校給食のない日や祝日、代休日、長期休業中は、弁当を持たせてください。 

暑い時期は、保冷剤を利用するなど傷まないように工夫してください。 

 

８ 長期休業中や代休日などの一日開所について 

※ 朝７:３０から８：００まで及び夕１８:００から１８:５５まで利用できるのは、就労証明により必要性

が認められた方のみとなります。 

・学習時間が１時間と長いので、宿題や漢字練習帳、計算ドリルなどを多めに持たせてください。 

 

９ 病気や怪我への対応 

① 児童クラブで活動中に、体調が悪くなったり、怪我をしたりした場合は、応急処置をして保護者に連絡し

ます。急を要する場合は、タクシーや救急車で医療機関に搬送します。 

７:３０～ ９:２５ 利用者登所    １３:００～１４:３０ 自由遊び 

９:３０～ ９:４０ 集会       １４:４５～１５:１５ 学習タイム 

９:４０～１０:１０ 学習タイム    １５:３０～１５:４５ おやつ 

１０:１０～１１:４５ 自由遊び    １６:００～１７:４５ 自由遊び・荷物整理 

１２:００～１３:００ 昼食・休憩   １８:００～１８:５５ 読書タイム・閉所 
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緊急連絡先やかかりつけの病院などに変更がありましたら速やかにご連絡ください。（傷害保険の対象の

場合は手続きをします。） 

また、様子を見て後日病院に行かれた場合でも必ず児童クラブに連絡してください。 

② 児童クラブでは内服薬の服用はできません。やむを得ない理由で服用が必要な場合は、保護者から児童ク

ラブにご連絡ください。 

③ インフルエンザなどの感染症や学級・学年閉鎖になった場合は、児童クラブに来ることができません。治

癒証明を学校に提出後に通所可となります。 

④ 家庭での怪我は家庭で処置しておいてください。 

 

※令和 5 年度から担当課が「学校教育課」となります。 【０５６１－３２－８０２８ 】 


